
お客さま　各位

ガス料金改定のお知らせ
釧路ガス株式会社

　日頃、釧路ガスをご利用いただき誠にありがとうございます。
　さて当社は、平成24年８月24日、原料の大部分が海外産液化天然ガス（Ｌ
ＮＧ）に変わることによるガス料金の改定と原料費調整制度の導入などを内
容とする「供給約款変更認可申請書」を北海道経済産業局長に申請しており
ましたが、平成24年12月20日付で認可をうけ、平成25年１月１日から実施さ
せていただくこととなりました。
　当社といたしましては、今後も業務全般にわたる合理化・効率化をより一
層推進し、都市ガスの安定供給、お客さまの安全・安心の確保、ガス料金の
低廉維持に努力してまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申
し上げます。

供給約款改定の主な内容について
　

１．ガス料金の改定
　○小口部門平均単価（46メガジュール､税抜）

認可料金 改定前料金 改定率
小口部門平均単価（円/㎥） 173.78円 168.36円 3.22％
※小口部門とは、年間10万㎥以上ご使用いただく大口のお客さまを除いたものです。
　

　○供給約款平均単価（46メガジュール､税抜）

認可料金 改定前料金 改定率
供給約款平均単価（円/㎥） 186.03円 180.36円 3.14％
※供給約款とは、小口部門から選択約款（暖房・空調等利用）のお客さまを除いたものです。
　

　○一般家庭における１ヶ月あたりガス料金比較（税込）

平均使用量 認可料金 改定前料金 改定額
21（㎥/月） 4,482円 4,328円 154円

※平均使用量：
　家庭用にガスをご使用いただいているお客さまの１ヶ月平均使用量（平成23年度実績）
※１ヶ月あたりの認可料金は、認可時点のものであり、平成25年１月検針分以降の料金は、
原料費調整制度等により毎月変動があります。



２．原料費調整制度の導入について
　為替レートや原料価格など外的な要因による輸入原料価格の変動を、毎
月のガス料金に反映させる制度で、当社は平成25年１月１日から実施いた
します。
　「基準平均原料価格」をベースとして、３ヶ月分の平均原料価格（財務
省発表の貿易統計値）がこれを下回った場合は単位料金を引き下げ、上回
った場合は単位料金を引き上げます。
　ただし、原料価格の大幅な上昇によるお客さまへの影響を避けるため、
平均原料価格が上限値（基準平均原料価格の1.6倍）を超えた場合は、そ
れ以上の単位料金の引き上げは行いません。
　
　<原料価格がガス料金へ反映されるタイミング>

平　成　24　年 平　成　25　年
５月６月７月８月９月10月 11月 12月１月２月３月４月５月６月７月

※平成24年３月～５月の原料価格に基づき基準平均原料価格を算定。平成25年１月の料金
は、平成24年８月～10月の平均原料価格で単位料金を調整いたします。
　
基準平均原料価格	 ：	 64,520円
平均原料価格の上限	 ：	 103,230円
換算係数　※	 ：	 0.088
※平均原料価格が100円／トン変動した際の、単位料金の価格変動額（円／㎥）

料金反映３ヶ月の平均原料価格

料金反映３ヶ月の平均原料価格

料金反映３ヶ月の平均原料価格

料金反映３ヶ月の平均原料価格

３．料金計算方法の変更について
　いままでは計算結果に消費税率を加算していましたが、税込方式へ変更
いたします。

《現行》

《変更後》

ガス料金 基本料金
（税抜）

従量料金（税抜）
（使用量×単位料金）

消費税等
相当額＝ ＋ ＋

（内消費税等） ガス料金 消費税率 （１＋消費税率）＝ × ÷
ガス料金 基本料金（税込） 従量料金（税込）

（使用量×単位料金）＝ ＋



４．早収料金適用期間の変更と運用について
　平成25年１月分ガス料金より早収料金適用期間を料金発生日（検針日）
の翌日から20日以内を30日以内へ変更いたします。

※当社では早収期限日を翌月の10日で運用してまいりましたが、経済産業
局からの指導により、適用期間を30日に変更し約款を適用してまいります。

☆　口座振替のお客さまにつきましては、変更はございません。
☆　振込のお客さまにつきましては、早収期限日のご確認をお願いいたし
ます。

　

５．実施日
　平成25年１月１日。
　

６．平成25年１月検針分ガス料金の移行措置について
　平成25年１月検針分のご使用量には、平成24年12月の検針日の翌日から
12月31日までのご使用分（旧料金適用分）も含まれておりますので、料金
の算定にあたっては、新旧各料金の適用日数に応じて、ご使用量を按分し、
それぞれのご使用量に対して新旧各料金を適用して日割計算を行い、その
合計をもって１月分の請求額とさせていただきます。

　

７．供給約款料金
　○供給約款料金表（税込）

使用量区分
（１ヶ月あたり）

認可料金 改定前料金
基本料金 単位料金 基本料金 単位料金

Ａ 0㎥から
18㎥まで 903.00円 173.35円 903.00円 165.6270円

Ｂ 18㎥を超え
50㎥まで 1,270.50円 152.96円 1,218.00円 148.1235円

Ｃ 50㎥を超え
137㎥まで 1,600.20円 146.37円 1,526.70円 141.9495円

Ｄ 137㎥を
超える場合 3,641.40円 131.47円 3,489.15円 127.6275円

※　単位料金は原料費調整制度により毎月調整されます。

平成25年１月分
ガス料金

平成24年12月検針日～
　12月31日までの料金

平成25年１月１日～　
１月検針日までの料金＝ ＋

検針日の翌日 早収料金満了日

20日間（現在）

30日間へ変更
※平成25年１月請求分より



釧 路 ガ ス 株 式 会 社
釧路市寿4丁目1番2号　☎（0154）22-8101

８．選択約款料金
　特定の条件を満たし、お客さまのご希望により適用される「選択約款料
金」につきましても同様に原価を見直し、平均で3.88％の値上げ改定の届
出を行ない受理されました。
※当社の選択約款は下記の７種類となっております。
「空調用Ａ契約」「時間帯別Ｂ契約」「小型空調契約」「家庭用温水式暖房
給湯契約」「業務用パック契約」「融雪用季節契約」「業務用温水暖房・
給湯厨房稼働率別契約」

　○大口契約（自由契約料金）
　年間のご使用量が「10万㎥以上」となるお客さまがご契約いただける
「大口契約」につきましては、認可料金の対象外となり、ガス料金を含
む供給条件は個別に契約を行っておりますので契約ごとに対応させてい
ただきます。

◦お知らせにつきましてはホームページに掲載されますのでご確認ください。

　釧路ガス公式ＷＥＢサイト☞ http://kushiro-gas.co.jp/


